
 

43 

 
 

 

 

 

 

 

第７章  

計画の推進体制 

 

 
  



 

44 

 

 

白紙ページ 

 

 



 

43 

第７章 計画の推進体制 
  

 

１ 計画の推進にあたって 

庁内関係課及び関係機関・関係団体と緊密な連携を図り、各々の専門性を生かしながら自死対策を総

合的に進めます。事業を推進する中で、進捗状況の検証、評価を行いＰＤＣＡサイクルに沿って取り組

みを推進します。 

計画に記載している事業の進捗について、自死対策推進に関わる「石巻市自死対策連絡協議会」、「石

巻市自死対策推進本部」の場において、定期的に実施状況や課題、成果等を確認し、計画どおりに進行

していない場合や、問題等が生じた場合には、取り組み内容の見直しや新規事業の必要性等を検討し、

計画内容の見直しを行います。 

   なお、被災者支援等に関する事業は、平成 32 年度で終了予定のものもありますが、事業の継続につ

いては、関係機関と検討していきます。 

 

石巻市自死対策推進体制図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

■幹事長：健康部長 

副幹事長：健康部次長 

 幹事：各部次長 

【役割】 

① 重要事項の整理及び対策の検討 

② ①の検討に基づく推進(計画）方針案の作成 

 

■委員は、学識経験者、精神保健医療業務に携わる者、

福祉業務に携わる者、学校保健業務に携わる者、自

死対策に関わる機関の職員等 

【協議事項】 

協議会の委員は、次に掲げる事項について意見を述 

べ、情報交換等を行う。 

① 自死対策に関わる機関及び関係団体等の連携、

活動等に関する事項 

② 自死対策の計画及びその推進に関する事項 

③ その他自死対策に関し必要な事項 

幹事会 連絡協議会 

聴取 

 

■本部長：市長 

副本部長：副市長 

本部員：各部部長等 

【役割】 

① 重要事項の審議及び決定 

② 推進（計画）案の審議及び決定 

 

■部会長：健康推進課長 

部員：関係各課職員 

【役割】 

① 推進（計画）案の策定 

② 実務的な調査、検討 

推進本部 

検討部会 聴取 

指示 
報告 

指示 

 

聴取 

意見 

意見 

意見 

報告 
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２ 地域での支えあいの推進 

市民一人ひとりが安心して自分らしく暮らしていけるように、関係機関・関係団体と連携しながら、

地域のあらゆる取り組みを総動員して、「生きることの包括的な支援」として推進します。 
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